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第１章 経営戦略の改定趣旨と位置づけ 

１．経営戦略の改定趣旨 

 

本市の上水道事業は、大正 10年に事業認可を受け、大正 15年３月に供用を開始して

以来、人口の増加や市民の生活水準の向上、市内の経済発展等に伴う水需要の増大に対応

するために、現在までに８回にわたる拡張工事を実施しました。また、令和 2年度より、

経営の合理化を図るため、上水道事業と簡易水道事業を統合し、令和 5年度末現在では、

市内普及率は約 95%となっており、多くの市民の皆様に安心安全な水の供給を行ってい

ます。また将来にわたって安全・安心な水の供給を行っていくため、中長期的な経営の基本

計画である四万十市水道事業経営戦略を、令和２年度から令和 11年度までの 10 か年を

計画期間として令和２年３月に策定しました。 

この経営戦略については、計画期間における事後検証や計画の見直しが重要となるこ

とから、３年から５年を目途に計画の見直し（ローリング）を行い、ＰＤＣＡサイクル

を働かせ、実効性のある戦略としていくこととしております。 

計画策定から 5年が経過し、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しており、人口減

少を背景とした給水収益の減少や、物価高騰、人件費の上昇などの社会情勢の変化もあ

り、水道事業の経営は今まで以上に厳しくなっていくことが予想されます。 

このような状況に対応し、水道施設や管路の計画的な更新を進め、施設や管路の健全

性を維持していくためには、組織や事務事業の効率化、施設管理の見直し等、経営基盤

強化のための取り組みを一層推進するとともに、投資費用の合理化を踏まえ、「投資試

算」と「財源試算」を均衡させた収支計画を策定し、中長期的な視野で事業経営に取り

組んでいくことが重要です。 

こうした状況を踏まえ、本経営戦略の中間年度において、各目標の達成状況と評価を

実施するとともに、「四万十市水道事業アセットマネジメント（令和７年２月策定）」等

に基づき投資・財政計画を見直し、本経営戦略を改定します。 
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    水道     令和2年）

    水道  化     （令和5年）

             計画  令和4年 令和6年 

    水道水  理計画  令和2年改定 

  経営戦略 の策定        成28年 

 水道 改 

 四万十市  計画
（ 成27年）

      四万十市 

       

     
   

  営 業の経営     の  事       成26年 

  営 業の経営戦略の策定等          
  成26年 

四万十市水道事業経営戦略

（令和7年度 令和16年度）

 新水道      成25年 

 四万十市  ・ と・  と    戦略 令和6年改定 

 四万十市 水道    化計画（令和2年）

   水道  化計画（令和7年）  経営戦略 の改定      
 令和4年 

 四万十市    化  計画（令和3年一 改定）

 四万十市水道事業          
（令和7年）

 四万十市水道事業   
（令和6年）

２．位置づけ 

厚生労働省は、水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、これまでの「水道ビ

ジョン（ 成 16年策定、 成 20年改訂）」を全面的に見直し、50年後、100年後の将

来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、取り組みの目指すべき方向性やその実現

方策、関係者の役割分担を提示した「新水道ビジョン」を策定し、安全（水道水の安全の

確保）、強靭（確実な給水の確保）、持続（供給体制の持続）の３つの観点から、各水道事

業体に水道事業ビジョンの策定を求めています。 

総務省からは、「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」（ 成 26年 3月

付け）、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（ 成 26年 8月 29日付け）、

「経営戦略の策定推進について」（ 成 28年 1月 26日付け）が公表され、経営の基本計

画として、「経営戦略」を令和 2年度までに策定するよう求めています。また、「「経営戦

略」の改定推進について」（令和４年１月 25日付け）が示され、令和７年度までに経営戦

略の見直しが求められています。 

こうした流れの中、本市では、中長期的な経営の基本計画である「四万十市水道事業経

営戦略」を改定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1‐1 四万十市水道事業経営戦略の位置づけ 
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３．計画期間  

令和 7年度から令和 16年度までの 10年間 

 

「経営戦略策定・改定ガイドライン（総務省）」における「中長期的な視点から経営基

盤の強化等に取り組むことができるように、計画期間は 10年以上を基本とする」という

考え方を踏まえ、令和 7年度から令和 16年度までの 10年間を本計画の計画期間としま

す。
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第２章 水道事業の現状と課題 

１．事業の概要  

 

（令和６年 3月 31日現在） 

図表 2‐1 水道事業の概要 

 

 

  

供用開始年月日 大正 15年 3月１日 

法適・非適の区分 法適用 

計画給水人口 31,856人 

現在給水人口 30,040人 

給水戸数 15,835 戸 

配水能力 18,639㎥／日 

一日 均配水量 14,320㎥／日 
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図表 2‐2 水道事業のあゆみ 

  

年月 内容 

大正８年  中村水道株式会社創立 

大正 10年５月  水道事業布設認可 

大正 15年３月  水道事業給水開始 

昭和 21年 12月 21日  昭和南海地震 

昭和 22年５月  水道事業の中村町営移行 

昭和 23年４月 昭和 25年４月 
 水道事業第一次拡張改良事業 

 地盤沈下対策事業 

昭和 29年３月 
 中村市発足  水道課設置 

 簡易水道事業認可 

昭和 29年８月  簡易水道給水開始 

昭和 24年４月 昭和 56年３月  水道事業第二次 第六次拡張改良事業 

昭和 55年４月 昭和 60年３月 

 水道事業第七次拡張改良事業 

   計画給水人口  27,000 人 

   １日最大給水量 14,500 ㎥ 

 成６年４月  成 14年 3月 
 水道事業第八次拡張改良工事 

 有岡方面給水計画 

 成 16年  耐震性貯水槽整備（岡の下公園） 

 成 17年 4月 10日  四万十市発足 

 成 20年  成 23年  久山配水池バイパス管布設 

 成 24年  成 30年  耐震性貯水槽整備（中村小学校他 6基） 

 成 28年度   基幹管路更新 

 成 28年度 令和３年度  岩田簡易水道（蕨岡地区）施設整備事業 

令和２年度  
 具同新水源整備事業 

 江川崎地区水道施設整備事業 

令和３年度   遠方監視システム整備事業 

令和４年度  
 百笑送水管更新事業 

 耐震性貯水槽整備（大用集会所他 8基） 
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２．給水の状況 

（１） 政区 内人口と給水人口 

  本市の総人口（行政区域内人口）は、「四万十市まち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ン」に記載されているとおり、昭和 45 年度から 成 2年度までは 4万人程度で安定し

て推移していましたが、 成 22 年度は 35,933 人、令和 5年度には 31,612 人と減少

傾向に転じています。そのため、将来においても少子高齢化により、本市の総人口は減

少していくことが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 成 27 年度・ 成 30 年度、令和２年度、令和 5年度は、決算統計の行政区域内現在人口の

数値を使用しています。 

図表 2‐3 四万十市人口推移 
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給水人口は、令和 5年度は 30,040 人でしたが、四万十市人口ビジョンの総人口の予測

（すう勢人口）を加味すると、令和 15 年度には 25,984 人、令和 25年度には 21,848

人、令和 55 年度には 11,755 人と、50 年間で約 18,285 人と、令和５年度から 60 9 

の減少が見込まれます。 

有収水量についても、令和 5年度は 3,901 千㎥でしたが、令和 15年度には 3,518 千

㎥、令和 25 年度には 3,131 千㎥、令和 55 年度には 2,187 千㎥と、給水人口同様に年々

減少していくことが予測されます。 

また、節水意識の向上及び省エネ・節水機器の普及により、給水人口が横ばいでも有収

水量が低減する可能性もあります。こうした変化により水需要が低迷し、給水収益の減少

につながれば、水道事業の経営状況に影響を及ぼします。さらに、施設の利用に対して施

設の規模（能力）が過大になることで施設利用率が低下し、効率的な経営に影響を及ぼし

ます。そのため、水道施設の更新の際には、水需要に応じて施設規模の適正化を図る必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2‐4 給水人口と有収水量の見通し  
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（２）水利用の状況 

① 給水件数 

給水件数は、令和元年度から令和5年度にかけては微増しています。これは令和

2年度後半から、蕨岡地区に給水を開始したことによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2‐5 給水件数の推移 

 

② 使用水量 

使用水量は、令和 3年度以降減少傾向にあります。給水件数が微増であるのに対

して、使用水量が減少しているということは、人口減少による影響が大きいものと

考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2‐6 使用水量の推移 
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３．水道  及び 路の状況 

（１）水道  の状況 

四万十市の水道事業は令和 6年 3月末現在、旧上水道 2施設と旧簡易水道 27施設、旧飲

料水供給施設 9施設を有しています。 

名 称 給水開始年月 経過年数 配水能力 

中村上水道施設 大正 15年 3月 99年 14,500㎥/日 

具同上水道施設 昭和 60年 7月 39年 10,000㎥/日 

図表 2‐7 旧上水道施設の状況 

名 称 給水開始年月 経過年数 配水能力 

西部統合簡易水道施設 昭和 29年 4月 70年 800㎥/日 

江川崎簡易水道施設 昭和 35年 4月 64年 273㎥/日 

四万十統合簡易水道施設 平成 15年 4月 21年 500㎥/日 

図表 2‐8 主な旧簡易水道施設等の状況 

現在有している施設の年度別取得価額は以下の通りです。昭和 59年度から昭和 60年

度にかけて施設及び設備の取得価額が多くなっていますが、これは具同上水道施設が竣工

したことによります。また 成 15年度から 成16年度にかけて、取得価額が最も多く

なっていますが、これは四万十統合簡易水道施設の竣工に伴うものです。施設（浄水場及

び配水池等）の耐用年数は 50 60年であるため、今後は法定耐用年数を経過したものに

対して、多額の更新投資が必要となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2‐9 年度別の施設の取得価額 
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≪関連指標の推移≫ 

指 標 

令和 

元年度 

※1 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 
用語説明（算式） 

施設利用率 

(%) 
87.7 81.2 77.4 80.2 77.0 

1日平均給水量(㎥)÷計画 1日

最大給水量(㎥)×100 

施設がどれだけ効率的に利用さ

れているかを表す指標。数値が

高いほど施設効率が高い。 

有形 

固定資産 

減価償却率 

(%) 

51.6 43.8 45.1 47.2 47.3 

有形固定資産減価償却累計額÷ 

有形固定資産のう 償却対象資

産の帳簿原価×100 

有形固定資産のうち償却対象資

産の減価償却がどの程度進んで

いるかを表し、資産の老朽化度

合いを示す指標。 

※1令和元年度指標は旧上水道及び旧簡易水道の合計数値で計算しています。有形固定資産減価償

却率については、有形固定資産のデータがないため、旧上水道の値で計算しています。 

図表 2‐10 丸の内ハイランド配水池 図表 2‐11 百笑旧水道課庁舎（電気室及び管理室庁舎） 

図表 2‐12 具同配水池及びばっ気塔 図表 2‐13 西 統合簡易水道配水池 
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施設利用率は 80%前後で推移しており、類似団体 均 62 2%（第 2章６．（３）他団

体と比較した経営状況を参照）と比較しても施設効率が高くなっています。これは、令和

元年度に具同上水道の新施設建設に伴って配水能力を見直したことによるものです。一方

で、有形固定資産減価償却率は、令和元年度時点よりも改善しているものの、依然として

高い水準にあります。 

したがって、今後も継続して施設の効率的な利用及び合理化（スペックダウン）等の検

討が必要であり、計画的に資産を更新していく必要があります。 

 

（２） 路の状況 

令和 5年度末の市内の管路総延長は 556kmで、布設年度別にみると、以下のグラフの

ようになります。管路の法定耐用年数は 40年であることから、現時点において、管路経

年化率は 27%となっており、多くの管路が老朽化しています。そのため、将来におい

て、多額の更新需要が見込まれることから、計画的に管路の更新を行ってまいります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2‐14 年度別布設延長 

≪関連指標の推移≫ 

指 標 
令和 

元年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 
用語説明（算式） 

管路 

経年化率 

(%) 

25.4 25.2 26.1 27.0 27.3 

 定 用年数を経過   路延

長÷ 路延長×100 

法定耐用年数を超えた管路延長

の割合を表す指標。数値が高い

ほど管路の老朽化度合が高い。 
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（３）  化の状況 

  本市では、耐用年数の40年を経過した基幹管路から耐震基準を満たすものに更新してお

り、令和元年度までに中村地区内の大口径基幹管路更新を実施し、 成30年度より令和５

年度にかけて、下田・竹島地区の基幹の更新を実施しました。 

  今後は、四万十市上下水道耐震化計画に基づき、令和５年度より着手している百笑水源

の基幹管路の更新並びに、老朽化対策及び水質の向上を目的とした具同新水源整備事業に

併せて、令和６年度より40年を経過する具同地区の基幹管路の更新に取り組んでいます。 

  これまで整備してきた耐震性貯水槽のほか、新たに令和４年度より山間地域を対象にし

た耐震性貯水槽の整備に取り組んでいます。整備が完了した耐震性貯水槽については、地

域住民の連携による自主防災組織の活動に応急給水訓練も取り入れていただき、非常時に

は、地域住民自ら給水できるノウハウの維持に取り組んでいます。 
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（４）  ・ 路の見通  

  本市では、四万十市総合計画及び四万十市国土強靭化地域計画等に基づき、ライフライ

ンの強靭化や耐震化に取り組んでおり、水道事業では、耐用年数を経過した施設・基幹管

路から耐震基準を満たすものに更新し、災害時の飲料水等の確保対策を推進するととも

に、水道の未普及地域の解消に努めてきました。 

  施設の更新では、老朽化による更新及び水質の向上を目的として、令和２年度より具同

新水源整備事業に着手しました。 

  管路の更新では、中村地区で令和元年度までに大口径基幹管路の更新を終えましたが、

今後は百笑送水管の更新及び具同送水管の更新に取り組んでおり、さらにその後は重要給

水施設配水管の更新に取り組むことを検討しています。 

  未普及地域の解消では、令和２年度までに工事を終了し、水道の未普及地域であった蕨

岡地区の全域で給水を開始しました。未普及地域の解消のため、計画されていた事業につ

いては、この給水により完了しました。 

  今後は、人口減少に伴う給水収益の減少と、物価高騰や人件費上昇、老朽化した施設・

管路の維持管理のために経費の増大が予想されることから、水道事業の経営はより厳しく

なることが見込まれており、健全な事業運営を図るよう計画的な更新・改修が一層求めら

れます。 
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４．料金の状況 

（１）現在の料金体系 

  本市水道事業の水道料金は、口径別（メーターの大きさ）で基本料金及び超過料金が

異なっており、基本料金と使用水量に応じた超過料金と消費税相当額で構成されていま

す。 

  

（２）料金    の考え方 

地方公営企業では経営に要する経費は経営に伴う収入（料金収入）をもって充てる独立

採算制が原則とされています。このため、経営改善に取り組みつつ黒字経営を行い、資金

不足が生じないよう適切な水道料金を設定する必要があります。 

  

（３）料金改定の状況 

老朽化した水道施設の更新や耐震化などの整備を先送りすることなく確実に実施し、

水を安定的に供給するため、 成 28年４月１日に基本料金及び超過料金を一律 20 増

額改定しました。 

その結果、本市水道事業の料金回収率は 100 程度の水準を維持できていましたが、

給水人口の減少による料金収入の減少は今後も継続するとともに、更新投資や物価上昇

等により給水に係る費用は増加していくことが見込まれており、今後、料金回収率は

図表 2‐15 料金体系（水道） 

（ 位 円、税抜額）

超過料金

メーター口径 基本料金 １㎥当たり 価

13 972 120

20 1,008 120

25 1,068 168

30 1,704 168

40 1,848 168

50 3,372 168

75 3,900 168

100 4,320 168

口径別基本料金

 10㎥まで 
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100 を下回ると予想されます。今後も本市水道事業を安定的に継続させるためには、

一層の経営効率化に取組むとともに、料金改定の必要性について検討することが必要で

す。 

 

≪関連指標の推移≫ 

指 標 

令和 

元年度 

※ 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 
用語説明（算式） 

料金回収率 

（ ） 

水道 111.4 97.5 100.0 101.9 100.0 

供給単価÷給水原価×100 

供給 価の給水原価に対する割合を示

す。水道事業の経営状況の健全性を示す

指標の一つである。料金回収率が

100 を下回る場合、給水にかかる費用

が料金収入以外の収入で賄われているこ

とを示す。 

旧簡易 

水道 
34.4 - - - - 

※令和元年度の水道は旧上水道の数値、旧簡易水道の料金回収率は、法非適用の数値を記載してい

ます。 
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５．組織の状況 

（１）組織の状況 

 

市長 
  

上下水道課 
  

総務係 
 

     

        

      
水道係 

 

       

        

      
西土佐事業分室 

 

       

図表 2‐16 組織（令和6年 4月現在） 

 

 

課  名 係  名 主  な  事  務 

上下水道課 

総務係 

水道事業の計画に関すること、企業職員の身分取扱いに関すること、水道事業会計

の予算・決算に関すること、水道事業会計の出納その他会計事務に関すること、水道

事業会計に属する契約に関すること、水道事業の広報宣伝に関すること、水道事業の

文書及び公印の管理に関すること、水道事業に係る決算統計・国県補助金及び起

債事務に関すること、水道事業業務統計に関すること、水道料金の調定及び徴収に

関すること 

水道係 
水道施設の設計及び施工並びに施行済み施設の維持管理に関すること、給水装置

に関すること、給水記録の整理報告に関すること、耐震性貯水槽に関すること 

西土佐事業分室 西土佐総合支所所管区域内に係る上下水道課総務係及び水道係の分掌事務 

図表 2‐17 主な事務分掌 
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（２）職員の状況 

本市の水道事業に従事する職員は令和２年度から令和６年度まで 11 12名で安定的

に推移しています。そのうち、40歳以下の職員も 8名となっており、年齢構成について

も偏りは比較的少ないと考えられます。 

水道事業には専門的な知識・技能等が必要になるため、今後も次世代への継承と専門

知識・技能等の向上を図ることで、体制を維持できるように努めます。また、より効率

的な経営を行うために民間への業務委託範囲の検討や、技術継承のための研修等の充実

を図ります。 

 

（令和 6年 4月 1日時点） （単位：人） 

  
令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

６年度 

事務職員数 6 6 5 5 6 

技術職員数 6 6 6 6 6 

合計 12 12 11 11 12 

 

 

（令和 6年 4月 1日時点） （単位：人） 

年 齢 事務職員 技術職員 合 計 

40歳以下 4 4 8 

41～45歳 - 1 1 

46～50歳 1 - 1 

51～55歳 - 1 1 

56歳以上 1 - 1 

合計 6 6 12 

 

 

  

図表 2‐18 職員数の年度別推移（管理者及び再任用職員を除く。） 

図表 2‐19 職員年齢構成（管理者及び再任用職員を除く。） 
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６．経営の状況 

（１）財政状況 

 収益・ 費用の内訳 

令和 5年度の総収益の内訳をみると、全体の 72 が給水収益（水道料金収入）であ

り、収益の大半を給水収益が占めています。一方、総費用の内訳は、減価償却費が

51 を占めており、次に支払利息 10%、職員給与費 7 となっています。 

減価償却費、支払利息、職員給与費は、大半が水量の変動に左右されにくい固定費で

あり、これら固定費が全体の 68 を占めています。 

固定費は、事業活動の効率化等で削減することが難しく、今後、施設等の合理化（ス

ペックダウン）等の経営効率化が進まない場合、更新投資による減価償却費の増加や物

価高騰・人件費上昇による維持管理費の増大により、経営状況が悪化する可能性があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図表 2‐20 総収益と総費用（令和 5年度）の内訳 
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給水収益・経常利益の 移 

給水収益は、給水人口の減少に伴う有収水量の減少により、減少傾向にあります。 

経常利益については、旧簡易水道事業は令和 2年度より法適化（旧上水道事業と統

合）しているため、図表 2‐21 の令和元年度の経常利益には、簡易水道事業の減価償却

費、長期前受金戻入が計上されていないため、他の年度よりも高い水準となっていま

す。令和２年度から令和５年度までは、30 40百万円程度の経常利益の水準を維持し

ていますが、今後、更新投資による減価償却費や支払利息の増加等が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 2‐21 給水収益と経常利益の推移 

536 543 539 533 527

126

31 41 46 36

0

100

200

300

400

500

600

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（百万円）

給水収益 経常利益
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5,604 5,600 5,497 5,586 5,556

424 440 314 387
555

0

2,000

4,000

6,000

令和元年 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（百万円）

企業  高 資金 高

（２） 業債残 ・資金残 の 移 

企業  高は、令和元年度から令和 5年度にかけて約 55億円前後で推移しています。

設備投資等の資金の多くを企業 の発行により賄うことは、将来世代へ負担を繰り延べ

ることになるため、世代間負担の公 性を考慮しつつ、更新投資に係る資金を計画的に

積み立てていくことが必要です。よって、今後は、設備更新投資等が必要となる一方

で、必要資金の増加を自己財源で賄える水準の料金水準を検討し、企業 の発行を抑え

ることにより、企業  高の減少に努めていく方針です。 

また、資金 高については、前回経営戦略の目標５億円程度を保有できていますが、

今後の物価上昇等に備えて、水道事業を安定的に継続できる水準を検討し、その確保に

努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）他団体と比較  経営状況 

経営指標について類似団体と比較を実施しました。類似団体比較の対象として、総務

省「経営比較分析表」における類似団体区分 A5（3万人以上 5万人未満）の法適用 201

団体の 均値としています。 

 

 

図表 2‐22 企業  高と資金 高 
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（財 の状況） 

『財務の状況』を示す指標は、「経営の健全性（経常収支比率）」、「資金の余力（事業

収益対資金 高比率）」、「 務の状況（企業  高対給水収益比率）」が類似団体 均を

下回っている一方で、「料金の水準（料金回収率）」は類似団体 均を上回っています。 

「経営の健全性（経常収支比率）」は類似団体 均を下回っているものの、100 を超

えており、「料金の水準（料金回収率）」も 100 程度となっていることから一般会計か

らの繰入金に頼らない経営を実行しています。しかし、「 務の状況（企業  高対給水

収益比率）」が依然として改善しておらず、企業 に頼らない経営の実現に向けた取組み

の検討が必要です。 

 

（  の状況） 

『施設の状況』を示す指標では、「施設等の効率性」を示す指標のうち、「施設利用

率」が類似団体 均を上回っています。これは、令和元年度に具同上水道の新施設建設

に伴って配水能力を見直したことによるものです。今後も、施設更新のタイミングで配

水能力の見直しを実施することで、効率的な経営に努めていきます。 

一方、「施設等の効率性」を示す指標のうち、「有収率」及び「老朽化の状況（管路経

年化率、管路更新率）」は類似団体 均を下回っています。 

「有収率」は総配水量に対する料金収入を収受した水量の割合を示しており、管路の

老朽化による漏水等により、配水量に対して料金収入を収受できていない水量が多くあ

ることを示しています。また、「管路経年化率」は、耐用年数を超えた管路が延長ベース

でどれだけあるかを示した指標です。本市においては管路更新を随時実施してはいるも

のの、依然として耐用年数を超えた管路が多く、管路総延長に対する当年度中に更新し

た管路延長の割合を示す「管路更新率」を向上させていく必要があります。 

（ とめ） 

・『財務の状況』を示す指標では、「料金回収率」以外の指標はいずれも類似団体 

均を下回っています。「料金回収率」が 100 を超えており、一般会計からの繰入金

に依存した経営とはなっていませんが、企業  高対給水収益比率は前回から改善

しておらず、企業  高を今後減少させていく必要があります。 

・『施設の状況』を示す指標では、「施設利用率」を除き、類似団体 均を下回って

います。老朽化した管路への対応及び有収率向上のために、計画的な管路更新を実

施していきます。 

・本市では、今後、管路の老朽化に対応するため更新投資が増加することが見込ま

れるため、適切な財源の確保と財源構成について検討していく必要があります。 

 



第２章 水道事業の現状と課題 

22 

 

グラフは標準偏差方式であり、外側にいくほど良好な数値を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四万十市 令和 5年度決算、類似団体 均 令和 4年度決算 

 

経営指標 四万十市 類似団体平均 数値の見方 

①経常収支比率 経営の健全性 105.1% 109.2% ▲ 

②事業収益対資金残高比率 資金の余力 98.8% 163.2% ▲ 

③企業債残高対給水収益比率 債務の状況 1,054.9% 392.0% ▼ 

④料金回収率 料金の水準 100.0% 96.1% ▲ 

⑤施設利用率 施設等の効率性 77.0% 62.2% ▲ 

⑥有収率 施設等の効率性 74.4% 84.7% ▲ 

⑦管路経年化率 老朽化の状況 28.4% 21.0% ▼ 

⑧管路更新率 老朽化の状況 0.2% 0.5% ▲ 

（▲：数値が高い方が良好、▼：数値が低い方が良好 、緑は類似団体より悪化している指標） 

図表 2‐23 経営指標の類似団体比較（レーダーチャート） 

 

 
 

施
設
の
状
況 

財
務
の
状
況 

図表 2‐24 経営指標の類似団体比較（実績値） 
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第３章 経営の基本理念と基本方針 

１．基本理念 

人口減少などを背景に、今後給水収益の減少が避けられない中で、これまでに拡張・

整備した水道施設や管路は老朽化が進んでおり、将来的に更新や耐震化が必要となるた

め、今後の財政状況は厳しくなっていくものと見込まれます。しかし、どのような状況

であっても、水道事業は安全・安心な水道サービスを安定して供給する責任があり、そ

の責任を果たすべく経営の効率化や健全化に取り組んでいく必要があります。 

そのため、「命水 四万十川の水」の安定供給を基本理念に、持続可能な水道事業の実

現に向けた中長期的な経営を計画します。 

 

２．基本方針 

基本理念である「命水 四万十川の水」の安定供給を実現させるためには、本市の水道

事業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、将来にわたり事業を安定的に継続させる「経営

戦略」を策定し、これに基づく計画的な経営を行っていくことが重要です。 

このため、経営の基本方針である「四万十市水道事業経営戦略」を総務省「経営戦略策

定・改定ガイドライン」等を踏まえて改定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上

に取り組んでいきます。 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

１．投資計画 

（１）投資目標の 捗 

前回経営戦略では、有収率と基幹管路耐震適合率を重要な投資目標として定めていま

した。投資目標に対する実績の進捗は以下のとおりです。 

 

 

 

有収率は、老朽化に伴う配給水管の破損等により令和 5年度実績が約 74 4 と前回目

標 81 1 から大きく乖離する結果となりました。今後も、漏水箇所の特定や管路の更新

等により、有収率向上の取組みを継続してく必要があります。 

基幹管路耐震適合率は 46 1 となっており、前回経営戦略目標から大きく乖離してい

ます。これは、前回目標の 60 4%という数値には、旧簡水分の管路が含まれていないこ

とが要因となっています。 

 

 

 

 

 

指標 
令和５年度 

実績 

前回経営戦略 

令和６年度目標 
意味 

有収率 74.4% 81.1% 施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標 

基幹管路耐震 
適合率 

46.1  60.4% 
基幹管路の総延長に対して耐震適合管路となっている
基幹管路の割合を示す指標 

図表 4‐1 投資目標の進捗（有収率・基幹管路耐震適合率） 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

（２）令和16年度 での投資目標 

本市では、「第２章 6   3 他団体と比較した経営状況」で示したとおり、有収率が類似

団体よりも低く、前回経営戦略の目標も未達の状況となっています。また、「第 2章 3  

 2 管路の状況」で示した通り、耐用年数を超過する管路が全体の 27%もあります。 

こうした状況を踏まえ、管路更新を計画的に実施し、あわせて管路の耐震化も進めて

いく必要があります。有収率向上のために、漏水調査や、基幹管路等の更新を実施して

います。また、県主体で衛星等を用いた漏水調査技術の広域連携が検討されており、本

市も導入を検討しています。これらの取組みを通じて、令和 16年度までの投資目標を有

収率 80%以上、基幹管路耐震適合率 55 以上とします。 

 

（３）投資の基本方針 

施設・管路の劣化状況を定期点検等により把握し、適宜、補修を行って維持管理を行

い、長寿命化を図ります。また、令和６年度にアセットマネジメントを策定しており、

本計画に基づいて施設・管路の更新を計画的・効率的に進めるとともに、更新時には耐

震性や維持管理効率の向上を図ります。 

 

  

【重要な投資目標】 

・有収率は 80%以上とする。 

・基幹管路耐震適合率は 55%以上とする。 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

（４）固定資産の投資計画 

上述の投資の基本方針を受け、今後 50年程度の中長期的な主な投資の予定は以下のと

おりです。令和７年度から令和 16年度の 10年間で約 64億円の更新投資が必要となる

見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 4‐2 今後の投資予定額 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

（５）今後の投資    取り組みの内容 

民間のノウハウを活用 

地方公営企業における厳しい経営環境の下、経営基盤の強化や効率化に向けての取り

組みが要請される中で、民間企業へ任せた方が効率的かつ効果的な業務は民間委託を検

討することが求められています。本市においても、メーター検針、休日における開閉栓

業務に加え、管路の修理待機業務（休日の修繕工事、漏水トラブルの対応等）の民間委

託に取り組んできました。 

今後も引き続き効率化が可能な範囲やその効果、さらなる改善について検討し、業務

の効率化を進めていきます。 

 

  ・ 備の 理化（スペ クダウ ） 

これまで施設・設備更新計画を策定（基本計画、管路更新、配水拠点施設の運用方

針、アセットマネジメント等）し、策定した計画に基づき、施設・設備の更新を実施し

てきました。また基幹管路を中心に、投資の 準化も含め耐震化計画を見直し、耐震化

工事を進めてきました。 

令和６年度にアセットマネジメントを策定し、本計画において令和７年度からの 50

年間の中長期的な整備方針と投資額の概要を定めました。今後は本計画に基づき、老朽

化対策や耐震化事業を計画的に実施していきます。 

今後は、アセットマネジメント計画の更新と経営戦略を鑑みつつ、限られた資金等を

効率的かつ効果的に活用するために、配水拠点施設の運用方針等の検討を進めていき、

施設・設備の合理化（スペックダウン）についても検討していきます。 

 

  化     目 

水道事業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、様々な都道府県で多様な広域連携を目指

し議論が行われていますが、本市も高知県水道ビジョン策定検討委員会に定期的に参

加しています。令和５年に高知県が策定した高知県水道広域化推進プランでは、今後

の広域化の推進方針として、県内事業者のシステム共同化、県全体で人員面をカバー

する広域支援組織の構築と活用、その他の取組み（共同発注や共同委託の推進、施設

統合の可能性の模索）の 3点を中心に今後取組みが進められていくこととなっていま

す。本市においても、広域化の一環として、令和６年度に近隣事業体との水道メータ

ーの共同購入を実施し、令和８年度からは給水袋の共同購入を検討しています。 

今後も引き続き、県計画等に基づき、水道基盤強化を図るために必要となる広域連

携の施策について、検討を進めていきます。  
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

２．財政計画 

（１）財政目標の 捗 

前回経営戦略では、経常収支比率、企業  高及び資金 高を重要な財政目標として

定めていました。財政目標に対する実績の進捗は以下のとおりです。 

 

※経常収支比率は令和 6年度、企業  高・資金 高は令和 11 年度の目標を記載しています 

 

 

経常収支比率と資金 高は前回目標を達成できています。しかし、経常収支比率は

「第 2章６   3 他団体と比較した経営状況」で示したとおり、類似団体 均を下回って

います。そのため、今後も経営効率化による費用削減や料金改定等による収益増加の検

討を行い、経常収支比率を高める必要があります。企業  高については前回目標が未

達成となっており、今後の投資のため財源確保の方法と財源構成を再検討する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標 
令和５年度 

実績 

前回経営戦略 

目標※ 
意味 

経常収支比率 105.1% 101.8% 
料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管
理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表
す指標 

企業  高 55.6億円 50億円以下 

老朽化や耐震化等の必要な投資は実施しつつも、企業
 負担を将来へ先送りしないために、投資財源を見直
すことにより、企業  高を減少させることを目標と
していたもの 

資金 高 5.5億円 5億円以上 
運転資金、設備投資資金、災害等に備えた臨時資金の
確保を目標としていたもの 

図表 4‐3 財政目標の進捗（経常収支比率・企業  高・資金 高） 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

（２）令和16年度 での財政目標 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度の経常収支比率は 105 1%と 100%以上の水準となっていますが、給水人

口の減少に伴って給水収益は減少するのに対して、物価高騰や人件費上昇、老朽化した

資産の修繕費や更新投資、耐震化等で水道事業に要する費用は増加していくことが見込

まれており、現在の料金水準で経常収支比率 100%以上を維持することは困難と考えら

れます。経営効率化等の費用削減やアセットマネジメント計画に基づく更新投資の見直

し等を実施しながら、あわせて原価を回収できる適切な料金水準を検討する必要があり

ます。 

また、老朽化した施設・管路の更新投資や耐震化の取組み等により建設改良費が増加

しており、それに伴って企業  高も増加しています。収入に比して企業  高が大き

くなっており、一定の投資は実施しつつも、企業 負担を将来へ先送りにしないよう

に、投資財源の見直しを行います。また、現在の料金水準では、将来の投資財源として

企業 に大きく依存している状況を変えることは難しく、企業  高対給水収益比率の

目標を達成することは困難と考えられるため、料金改定の検討が必要です。 

その他、資金 高については、運転資金、設備投資資金、災害等に備えた臨時資金を

確保するために、6億円を維持するように努めます。 

  

【重要な財政目標】 

・経常収支比率を 100%以上とする。 

・企業債残高対給水収益比率を現状水準以下とする。 

・資金残高を 6億円程度とする。 



 

30 

 

第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

（３）財源確保の めの取り組みの内容 

料金     目 

本市は、老朽化した水道施設の更新や耐震化などの整備を先送りすることなく確実に

実施し、水道を安定的に供給するため、 成 28年４月１日に基本料金及び超過料金を

一律 20 増額改定しましたが、依然として、水道事業の供給 価は類似団体 均と比

較して低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四万十市は令和 5年度、類似団体は令和 4年度の実績により算定しています。 

 

 

令和 7年度から令和 16年度の投資・財政計画において、料金改定を一度も実施しな

かった場合、「第５章 3収益的収支・4資本的収支」で示すとおり、令和８年度以降、

経常損益が赤字となり、令和 15年度には資金ショートとなることが見込まれていま

す。令和８年度から生じると見込まれる赤字を解消するために、計画期間内に料金改定

を実施する必要があります。 

具体的な改定時期や改定率等については、今後の四万十市水道料金審議会での議論に

基づくことになりますが、本経営戦略の計画期間内を概ね黒字にできるとともに一定の

資金 高を維持できる料金水準を検討した結果、令和８年度に 20%程度の料金改定が必

要という試算となりました。 

 

 

 

  

図表 4‐4 供給 価の類似団体比較 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業債・資金     目 

本市の企業 は、令和２年度から令和 5年度までの４年間で約 0 5億円減少している

ものの、依然として企業  高対給水収益比率は、「第 2章６   3 他団体と比較した経

営状況」で示したとおり、類似団体 均と比較してかなり高い水準となっています。今

後は、設備更新投資等の必要資金を自己財源で賄うこと等により、企業  高を減少さ

せ、令和 16年度時点で企業  高対給水収益比率を令和5年度実績である 1,054 9 

以下を目指します。 

資金 高については、今後の物価高騰や人件費上昇等による維持管理費の増加、建設

コストの増加や災害等が発生した場合でも安定的に事業を行うことを可能とするため、

前回の資金 高５億円程度の目標から１億円積み増した６億円程度を確保することを目

指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 4‐5 経常損益の将来推移（R8年度 20%料金改定） 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

３．その他の取り組みの内容 

組織・人材・定員及び給与     目 

   水道事業は、市民生活に必要不可欠なライフラインであるため、安定的かつ持続可能

な事業経営とともに、いかなる状況でも適切に対応できる危機管理能力と技能を必要と

します。今後も、研修の充実を図るなど、技術やノウハウを正確に継承する体制を強化

するとともに、県の広域支援組織の活用等についても検討していきます。 

 

住民サー スの確保及び住民満足度の向      目 

住民サービス向上の取り組みの一つとして、水道料金のコンビニ収納を令和２年度よ

り開始しています。また住民満足度向上のための取り組みの一環として、水道料金の滞

納者については確実な催促を行うことで公 感を保った徴収業務を行っています。その

他、水道について知ってもらう取り組みとして小学校等への出前授業を実施していま

す。 

今後も住民満足度アップに向けた様々な取り組みを検討していきます。 

 

防災・安全対策     目 

水道事業は市民生活の維持に不可欠なライフラインであるため、災害時においても事

業継続が可能な危機管理体制を確立する必要があります。本市においても、BCP（事業

継続化計画）の策定、自家発電機及び給水車等の各種操作マニュアルの整備、近隣事業

体間での給水車等の融通体制の整備、広域応援体制の整備、地元市民を交えた応急給水

訓練の実施など、様々な対策を図っています。 

今後の取り組みとしては災害時に備えた応急給水栓の整備も検討しており、引き続き

より強固な危機管理体制の確立に向けて様々な取り組みを検討していきます。 

また、漏水調査の頻度を増やすとともに、GIS（地理情報システム）を用いた漏水箇

所の分析結果に基づき老朽化している管路を優先的に更新するとともに、施設に監視装

置を設置し、常時、施設の監視を図る体制を整備しています。漏水調査については、衛

星等を用いた新技術の導入も検討しています。 

安全対策に関しては、令和 6年 7月に有機フッ素化合物（PFAS）の検査を全水源で

実施しました。検査の結果、具同水源でPFASが検出されたものの 50ナノグラムの目

標値以下であり、大きな問題は発見されませんでした。また、目標値未満の PFASが検

出された具同水源は、令和９年度より新水源から給水開始する予定となっています。 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

その他経営健全化や経営基盤の 化     目 

経営健全化に向けた取り組みとして、工事請負業者に対して、建設副産物の再利用を

指導することにより、再資源化率 100 を目指し、環境にも配慮した経営を行ってまい

ります。また、今後も新たな情報通信技術を活用し、経営基盤の強化を図ります。
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第５章 投資・財政計画 

第5章 投資・財政計画 

１．前回計画と実績の比較 

前回経営戦略の投資・財政計画と実績がどのように推移しているかについて、下表で

示しています。 

収益的収入では、料金収入の減少が前回計画よりも小さくなったことから、営業収益

は５年間累計で＋62百万円となりました。収益的支出については、エネルギー価格の高

騰により動力費が増加し、更新投資の影響により減価償却費も増加しましたが、職員給

与費を低く抑えられたことにより、営業費用は５年間累計で▲19百万円となり、当年度

純利益は５年間累計で＋１億円という結果となりました。 

今後は、給水人口の減少に伴って料金収入が減少していくとともに、物価高騰等の影

響による経費の増加、更新投資による減価償却費の増加が見込まれているため、これら

の点を今回の投資・財政計画には反映させた推計を実施します。 

〈収益的収入〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈収益的支出〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 5‐1 収益的収支の前回計画と実績の比較 
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第５章 投資・財政計画 

資本的収支では、老朽化対策、耐震化等で建設改良費が前回計画よりも多額に発生し

たことにより、差異が生じている年度があります。建設改良費の財源に対応して、資本

的収入にも差異が生じています。今回の経営戦略においては、アセットマネジメント等

に基づく投資を投資・財政計画に反映させています。 

〈資本的収入〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈資本的支出〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 5‐2 資本的収支の前回計画と実績の比較 
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第５章 投資・財政計画 

２．投資・財政計画シミュレーシ  モデルの作成 

投資・財政計画シミュレーションを実施するにあたり、以下の前提条件により今後 10

年間の投資・財政計画シミュレーションを実施しました。 

 

＜投資・財政計画シミュレーションの前提条件＞ 

 

  

項  目 前提条件 

収
益
的
収
支 

収
入 

営業収益 

料金収入 

用途別（家庭用・営業用・その他）に分けて有

収水量を推計し、料金収入を算定。主な用途で

ある家庭用の料金収入は、下記の方法で算定 

給水人口（※1）×一人あたり有収水量×給水 

価（※2） 

※1 第 2章での給水人口を使用（基本料金 

分は調定件数の直近実績を使用） 

※2 過年度の実績を踏まえ、基本料金 価、

従量料金 価を算定 

受託工事収益 過年度の実績を踏まえ算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

営業外収益 

補 金 過年度の実績を踏まえ算定 

長期前受金戻入 過年度実績、本章の投資計画を踏まえ算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

支
出 

営業費用 

職員給与費 

過年度の実績に高知県の人件費上昇率(0.86%

※)を踏まえ算定 ※厚生労働省「賃金構造基

本統計調査」の高知県内の賃金推移の過去 均

に基づき算定 

経費 

過年度の実績に物価上昇率(1.0%※)を踏まえ

算定 ※内閣府「中長期の経済財政に関する試

算」の消費者物価上昇率 0.9%（過去投影ケー

ス）を参考に設定 

減価償却費 過年度実績、本章の投資計画を踏まえ算定 

営業外費用 
支払利息 

既存 は、既存 の返済スケジュールをもとに

算定。新発 は、今後発行の企業  高×直近

利率で算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

特別損益 過年度の実績を踏まえ算定 

資
本
的
収
支 

収
入 

企業  将来の起 計画を踏まえ算定 

他会計出資金 将来の基準外繰入金の予定を踏まえ算定 

国（都道府県）補 金 過年度の実績と投資計画を踏まえ算定 

工事負担金 過年度の実績を踏まえ算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

支
出 

建設改良費 
本章の投資計画（アセットマネジメント計画

等）を踏まえ算定 

企業 償還金 将来の返済計画に基づき算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 
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３．収益的収支 
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４．資本的収支 
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５．原価計算表 

原価計算表は、料金算定期間内における料金水準が適切なものであるかを示すもので

あり、下表は令和７年度から令和 11年度までの5年間を料金算定期間として試算した

ものです。 

資産維持費とは、将来の更新投資が取得時よりも施工環境の悪化や高機能化（耐震化

等）等により増大することが見込まれるため、その増加分を料金で回収するために追加

的に算定する費用です。一般的に、原価計算表で算出される結果は、料金回収率よりも

低い水準となります。下表では、工事費等の増加に対応できるように、投資・財政計画

の推計に使用した物価上昇率 1%を資産維持率として設定しています。 

資産維持費を考慮した料金回収率は 80%という結果となり、料金算定期間において

は、料金収入で料金対象経費を回収できないという結果となりました。なお、下表の資

産維持費も考慮した料金回収率を 100%にするためには、30%程度の料金改定が必要と

見込まれます。  

給水人口 30,040 人

計算期間 自R07年度　至R11年度

(5年間)

　最近１箇年

　間の実績

投資・財政計画

計上額（Ａ）

公費負担分

（Ｂ）

料金対象収支

（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

526,670 515,951 515,951

0 0 0

11,566 7,045 7,045

538,236 522,996 0 522,996

　最近１箇年

　間の実績

投資・財政計画

計上額（Ａ）

公費負担分

（Ｂ）

料金対象収支

（Ａ）－（Ｂ）

48,414 49,317 49,317

56,197 57,309 57,309

2,181 2,196 2,196

108,550 81,396 81,396

22,593 30,665 30,665

3,112 3,509 3,509

0 0 0

361 304 304

27,606 29,893 99 29,794

223 178 178

356,485 400,829 166,252 234,577

67,247 70,350 16,393 53,957

692,969 725,946 182,744 543,203

692,969 725,946 182,744 543,203

98,552

641,754

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 80%

小 計

支 払 利 息

材 料 費

修 繕 費

職 員 給 与 費

資 産 減 耗 費

委 託 費

薬 品 費

合 計 (Y)

そ の 他 営 業 費 用

そ の 他 営 業 外 費 用

減 価 償 却 費

経

費

動 力 費

受 水 費

項 目

金　　　　　　　　額

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額

料 金 (X)

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金対 象経 費（ Y） ＋（ Z）
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第６章 経営戦略の事後検証・更新等 

１．経営戦略目標  

経営戦略推進のため、各指標における目標値を設定しました。この指標はあくまでも

目標値のため、第５章に記載した投資・財政計画シミュレーションと一 整合していな

い場合があります。 

（１）経営・財 面の指標 
 

指 標 意 味 
令和 5年度 

(実績) 

令和 11年度 

(目標) 

令和 16年度 

(目標) 
算 式 

経常収支比率 経営の健全性 105.1% 110.3% 100.0% 経常収益÷経常費用 

事業収益対 

資金 高比率 
資金の余力度 98.8% 102.0% 105.9% 現金・預金 高等の額÷事業収益 

企業  高対 

給水収益比率 
 務の重さ 1,054.9% 950.3% 1,015.4% 企業  高÷給水収益 

料金回収率 経営の効率性 100.0% 109.3% 97.3% 供給 価÷給水原価 

（２）事業・  面の指標 

指 標 意 味 
令和 5年度 

(実績) 

令和 11年度

(目標) 

令和 16年度 

(目標) 
算 式 

施設利用率 施設の効率性 77.0% 61.2% 59.8% 
１日 均給水量÷計画１日最大 

給水量 

有収率 施設の効率性 74.4% 81.1% 80.0% 総有収水量÷総配水量 

有形固定資産 

減価償却率 
施設老朽化状況 47.3% 50.4% 53.7% 

有形固定資産減価償却累計額÷有形

固定資産のうち償却対象資産の帳簿

原価 

管路経年化率 管路老朽化状況 27.3% 32.3% 36.8% 
法定耐用年数を経過した管路延長÷

管路総延長 

（３）災害対応面の指標 

指 標 意 味 
令和 5年度 

(実績) 

令和 11年度 

(目標) 

令和 16年度 

(目標) 
算 式 

配水池耐震率 配水池耐震化状況 94.0% 96.1% 96.1% 耐震容量÷全施設容量 

基幹管路耐震 

適合率 
基幹管路耐震化状況 46.1% 52.7% 67.2% 

基幹耐震適合管路延長÷基幹管路総

延長 
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２．計画の  の点検・ 捗 理の方   

経営戦略の推進のため、毎年度目標指標の達成状況を把握することで進捗管理を行い

ます。 

また、５年に一度経営戦略における投資・財政計画と実績とのかい離及びその原因を

分析し、その結果を経営戦略等に反映させる PDCAサイクル（計画策定（Plan）‐実施

（Do）‐検証（Check）‐見直し（Action））を導入し、目標の達成状況や見直した経営戦

略を市民のみなさまへ公表します。 

 

 

 

 

  水
道
事
業
経
営
戦
略 

四
万
十
市 

市
民
の
み
な
さ
  

Do 

Check 

Plan 

Action 

実  

見直  検証 

計画 
 表 

 見 

図表 6‐1 PDCAサイクルのイメージ 
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第7章 用語集  

用 語 説 明 

あ 

アセットマネジメント 資産を効率的に管理することをいいます。 

か 

拡張工事 人口の増加や市民生活水準の向上、産業の発展に伴い増大する水需要に対応するため、水道施設や管路を整備す

ることで、給水区域を拡大したり、計画給水人口や計画一日最大給水量を増やすための工事のことです。 

簡易水道事業 給水人口が5,000人以下の水道事業のことをいいます。 

基幹管路 水道管路網のうち、特に重要な部分を意味し、「導水管」「送水管」及び「配水管」から構成されます。水源から送水場

までをつなぐ管路を「導水管」、送水場と配水池をつなぐ管路を「送水管」、配水池から各家庭などに分岐する管路を

「配水管」といいます。 

企業債 地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債（国等から長期で借り入れる借

金）のことです。 

基準外繰入金 一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める繰出基準に基づかないものをいいます。 

基準内繰入金 一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める繰出基準に基づくものをいいます。 

給水原価 有収水量(漏水等除く水道料金収入となった水量)１㎥当たりについて、どれだけ費用がかかったかを表しています。供

給原価ともいい、計算は次式で算出します。 

{経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)-長期前受金戻入}÷年間総有収水量 

給水収益 水道事業会計における営業収益の一つで、水道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益です。通常、水道料

金として収入となる収益がこれに当たります。 

給水人口 給水区域（給水できる範囲）内に住んでおり、給水を受けている人口です。給水の範囲外からの通勤者や観光客は

給水人口に含まれていません。 

給水量 水道の利用者に給水する水量のことです。 

また、一日最大給水量は、年間のうち一日給水量が最大であった日の給水量のことです。 

供給単価 有収水量（漏水等除いた、水道料金となった水量）１㎥当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表します。給

水単価ともいい、計算は次式で算出します。 給水収益÷年間総有収水量 

行政区域内人口 3月 31日時点の地方公共団体の住民基本台帳に記載されている人口のことです。 

緊急遮断弁 一定震度を超える地震の揺れ、最大流量、異常な水圧低下を感知すると、配水池の配水弁を自動閉止し、配水管

の損傷による水道水の流出を防止し、応急給水用の水道水を確保するための装置です。 

経営戦略 各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画のことです。その中心と

なる「投資・財政計画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源の見通しを試算

した計画（財源試算）を構成要素とし、投資以外の経費も含めた上で、収入と支出が均衡するよう調整した中長期

の収支計画となっています。 

経常利益 経営上生じる正常な収益や費用のことです。主たる営業活動に関する収益と費用(営業収益と営業費用)、主たる営

業活動以外の収益と費用(営業外収益と営業外費用)があります。 

減価償却費 固定資産（建物・水道管等）の減価（価値の減少）を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的に負担さ

せる会計上の処理又は手続を減価償却といい、この処理又は手続によって特定の年度の費用とされた固定資産の減

価額を減価償却費といいます。 

さ 

財源試算 「経営戦略」の中心となる「投資・財政計画」の構成要素のうち、財源の見通しを試算した計画のことをいいます。 

資本的収支 企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良にかかる企業債償還金等の支出とその財源となる収入

をいいます。 

収益的収支 一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用をいいます。 
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浄水場 浄水処理に必要な設備がある施設のことです。原水の水質により浄水方法は異なります。 

上水道事業 計画給水人口が 5,000人を超える水道事業のことをいいます。 

水源 水道として利用する水の供給源のことで、河川以外にもダム湖等を指すことがあります。 

水道ビジョン （新水道ビジョン） 

平成25年3 月に厚生労働省が策定したもので、「水道ビジョン」を全面的に見直し、50 年後、100 年後の将来を

見据えた新しい水道ビジョンです。 

（水道ビジョン）  

平成16年6 月に厚生労働省が水道の目指すべき方向性について示したもので、水道のあるべき将来像について、その

実現のための施策や工程が明示されています。 

総合計画 市の福祉や都市計画、環境といったすべての計画の基本となる計画のことです。 

た 

耐震化 地震による影響を最小限にするための対策です。発災前及び発災後の対策に分けることができます。水道では、発災

前における対策として、施設の耐震設計や耐震管の採用、システム面では基幹施設の分散や水源間の相互融通を可

能とする連絡管の整備、電源の異系統化や複数化、自家発電装置の設置、緊急時対応の無線の整備、また配水池

につながる主配水管の破損が引き起こす貯留水流出による二次災害を防ぎ、非常用の飲料水を確保するための緊急

遮断弁の設置等があげられています。 

地方公営企業 地方公共団体が住民の福祉を増進するために経営する企業。地方公営企業法では、水道事業(簡易水道事業を除

く)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業の7事業を地方公営企業と

し、同法の全部適用事業(法定事業)としている。なお、水道事業には水道用水供給事業を含み、簡易水道事業及

び下水道事業は除かれる。地方公営企業法は住民福祉の増進(公共性)と独立採算の原則の下、経済性の発揮を

経営の基本原則としている。 

長期前受金戻入 固定資産取得のために交付された補助金等について、減価償却見合い分を収益化したものです。 

帳簿原価 帳簿上の価額のことです。 

投資試算 「経営戦略」の中心となる「投資・財政計画」の構成要素のうち、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画のこ

とをいいます。 

は 

配水池 浄水処理された水道水を貯留し、管路網を通して給配水する施設のことをいいます。通常は標高の高い場所に設置

し、位置エネルギーにより水道水を自然流下させて、配水圧を確保します。 

配水能力 配水施設から配水できる１日当たりの水量のことです。全需要者に対して，必要なときに必要な量の水を供給する必

要があるため、瞬間的な需要に対して対応できる能力が求められる点が送水と異なります。 

配水量 浄水場から送り出される水の量のことです。 

法定耐用年数 地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数のことです。経理上の基準であり、実際に使用できる年数は実

情に応じて変動します。 

法適用 地方公営企業法は、全ての公営企業に一律に適用されるわけではありません。具体的には、水道事業（簡易水道事

業を除く）等の7事業については法の全部の規定が、また、病院事業については財務規定等のみが当然に適用されま

す。その他の事業については、条例により任意に法の全部又は一部（財務規定等）を適用することができます（任意

適用事業）。 

現在、法の規定を適用していない事業（法非適用事業）について、条例により任意に法を適用することを法適用と呼

んでいます。そして、法の全部の規定を適用することを全部適用、財務規定等のみを適用することを財務適用と呼んで

います。 

ま 

水需要 水道水の使用見込量のことです。 

や 

有収水量 水道メーターにより計量され、料金収入に結び付く水量のことです。 

有収率 総配水量 のうち、水道料金の徴収対象となる有収水量の割合で、水道事業の効率性を示す指標です。 


